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建築物等の解体・ 改修工事の発注者と なる 方（ オーナーなど） は、 工事の施工業者に対し て次のよ う な配慮、  

措置を行う こ と が義務付けら れています。  

ビル、マンション、戸 建 て住 宅 の解 体 ・ 改 修 をご検 討 の皆 さまへ 
 

石 綿 対 策 は「 皆 さま」 に関 わる問 題 です 
 

ビル、マンション、戸 建 て住 宅 の解 体 ・ 改 修 工 事 を行 う際 は、 

石 綿 が使 用 されていないか事 前 に確 認 する必 要 があります！  
 

 

石綿（ アスベスト ） と は 

石綿は、吸入すると じん肺、肺がん、中皮腫などの原因と なる可能性があるこ と が知られています。2006 年（ 平成18 年）

9 月から製造・ 輸入・ 使用などが禁止さ れていますが、それ以前に着工した建築物等には防火・ 保温・ 断熱等の目的で石綿が

使用さ れている可能性があり ます。 こ う したこ と から、 ビルやマンショ ン（ RC 造、 S 造）、 戸建て住宅などの建築物等の解

体・ 改修工事を行う 場合には、 工事の施工業者は石綿障害予防規則、 大気汚染防止法など関係法令に定めら れたばく 露・ 飛

散防止措置等を講じる必要があり ます。  

一方で、 施工業者が関係法令に定められた措置を適正に講じる ためには、 工事の発注者と なる建築物等のオーナーなどの

皆さ まにも 、 費用や工期等についての配慮や関係法令に定められた措置等を行っていただく 必要があり ます。  

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発注者に 
求めら れる 措置 

措置の 概要「 石綿障害 予防規則又は 大気汚染防止法」  

情報提供 

 工事を発注する建築物等の石綿の有無の調査（ 事前調査） が適切に行われるよう 、 石綿の有無を確認する上

で有用な情報（ 設計図書、 建築確認申請の副本等） を施工業者に提供する等の配慮をするこ と  

 石綿除去等の工事を行う 場合に、 施工業者に義務付けら れる作業の実施状況についての写真等による記録が

適切に行われるよう 、 写真の撮影を許可する等の配慮をするこ と  

費用負担および 

工事への配慮 

 事前調査の費用及び石綿が使用さ れているこ と が明ら かになった場合における石綿除去等工事に必要な費用

を適正に負担するほか、 工期、 作業の方法に係る 発注条件等について施工業者が法令を遵守し て調査・ 工事

ができ るよう 配慮するこ と  

特定粉じ ん排出等

作業の届出 

 吹付け石綿、 石綿含有断熱材・ 保温材・ 耐火被覆材等が使用さ れている建築物等の解体等作業を伴う 工事に

ついては発注者が地方公共団体へ作業実施届出書を提出するこ と  

【 RC・ S 造】  【 戸建て 住宅】  

ア ス ベス ト 含有建材の 使用部位例 国土交通省「 目で見る ア ス ベス ト 建材（ 第 2 版）」 よ り 引用 



 
 

  
 

 

石綿なし                      不明 

 

 

分析調査 

 

                            石綿 

                    石綿含有    非含有 

 

石綿な し        石綿あ り      石綿な し  
 

※石綿あり と みなし て、 必要なばく 露・ 飛散防止対策をし て 

工事を行う 場合は、 分析調査は不要です。  
 

 

事 前 調 査 費 用 の項 目 例  
 

・ 書面調査 ・ 現地調査 ・ 裏面確認調査 ・ 分析調査 ・ 総合調査報告書 ・ 諸経費（ 交通費他）    
 

 

 

【 参 考 】  適 正 な工 事業 者 を選 定 するために 
 
石綿の有無を適切に調査し、 適法な工事を行う 工事の施工業者を選ぶため、 以下のよう な事項を工事の施工業者に確認する
こ と も 重要です。  
 

 工事費用に、 事前調査費が計上さ れているこ と や、 石綿の調査を行う 資格（ 建築物石綿含有建材調査者など） を持っている かを確認

し ます。  

 事前調査終了後、 石綿事前調査結果報告書の提出を求めまし ょ う 。 石綿含有吹付け材（ レベル１ ）、 保温材等（ レベル 2） がある場合

には、 労働基準監督署に提出し た計画届の写し を求めま し ょ う 。  

※発注者は、 こ れと は別に、 地方公共団体への作業実施届出が必要です。  

 解体・ 改修工事後、 石綿飛散防止措置が適切にと ら れたこと を示す作業の実施状況の記録（ 写真を含む） の提出を求めま し ょ う 。  

 施工業者による 石綿含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう 、 発注者は写真の撮影を許可

する等の配慮を行いまし ょ う 。  
 

 

【 参 考 】  吹 付 け石 綿への対 応 について 
 

建築基準法では、 建築物の最低限の安全性を確保するため、 吹付け石綿等について、 増築等の改修時における除去または飛
散防止措置の実施を義務付けています。 こ の吹付け石綿等が施工さ れている建築物は解体・ 改修等の機会によら ず、 速やか

に対策を行う こ と を推奨します。  
 

 
 
 
 

                               

石綿に 関する 情報は、 石綿総合情報ポ ータ ルサイ ト を

ご 確認く ださ い！ 

石綿障害予防規則の概要、 法令改正のポイ ン ト 、 建築物等の解

体・ 改修工事を 行う 際に必要な 措置や、 石綿の分析に関する マニ

ュ ア ルな ど 、 事業者・ 作業者・ 発注者のそ れぞれに向け た 情報を

掲載し て いま す。  

書面調査 

石綿あり または 

石綿あり と みなし※ 

目視調査 

石綿総合情報ポータ ルサイ ト  

解体・ 改修工事の発注者向け ページ  

建築基準法において規制対象と する 吹付け 石綿等に対し ては、 地方公

共団体が調査およ び除去等の費用の一部を 補助し ている 場合がある の

で、 お近く の地方公共団体にご 相談く ださ い。  

吹付け石綿 

（ 鉄骨材の耐火被覆）  
石綿含有吹付け 

ロックウール 

（ 鉄骨材の耐火被覆）  

【 建築基準法において 規制対象と する 吹付け 石綿等】 

(R６.12) 

事前調査の 流れ  



都道府県労働局・ 労働基準監督署

建築物等の解体・ 改修工事を行う 際に必要な措置、 各種マ

ニュアル、 石綿障害予防規則の概要、 事前調査者の資格を

取得するための講習会情報、 関係行政機関のリ ンク先情報

等、 事業者・ 作業者・ 発注者や住民の皆さまに向けた様々

な情報を掲載しており ます。

「 石綿総合情報ポータ ルサイト ｣もご覧く ださ い！

石綿総合情報ポータ ルサイト 検 索

解体・ 改修・ 各種設備工事を行う 施工業者 ( 元請事業者 ) の皆さ まへ

石綿 ( アスベスト ) の事前調査は
施工業者 ( 元請事業者 ) が
必ず行う 必要があり ます !

石綿（ アスベスト ） が含まれているかどう かの調査

（ 事前調査） は、「 建築物」 の工事（ 新築以外） を行

う 前に、 有資格者に行わせる必要があり ます。

有資格者による事前調査

一定規模以上の工事は、 労働基準監督署と 都道府県等

に対して事前調査結果等を報告する必要があり ます。

事前調査結果の報告

事前調査の記録等を作成し 、 記録

の写し を除去等の作業中に現場に

備えつけると と もに、 作業終了後

も 3 年間保存する必要があり ます。

事前調査結果の保存

※「 建築物等の解体等に係る石綿ばく 露防止及

　 び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」

　 93~ 95P

※「 建築物等の解体等に係る石綿ばく

　 露防止及び石綿飛散漏えい防止対

　 策徹底マニュアル」 101 ～ 103P

※「 建築物等の解体等に係る石綿ば

　 く 露防止及び石綿飛散漏えい防

　 止対策徹底マニュアル」

　 95 ～ 98P

4.3.7 都道府県等、 労働基準

監督署への報告　 参照 →

4.3.5 事前調査の記録等の作

成、 備え付け及び保存　

参照 →

4.3.4 事前調査を実施する者　 参照 →

「 工作物｣の工事の事前調査は

令和 8 年 1 月 1 日以降着工

の工事から 有資格者に行わせる

必要があり ます。

石綿総合情報ポータ ルサイ ト

工作物石綿事前調査者 参照 →

調査結果のほか、 作業主任者の氏名や

石綿ばく 露防止措置等も 報告が必要な

場合があり ます。

パソ コン・

スマホから

24 時間報告

可能



工事・ 作業別の規制内容の早見表

■工事開始前まで

規制内容

工事の種類 全て の解体・ 改修工事

建築物 工作物
鋼製の
船舶

事前調査・ 分析調査の実施　 、 記録の３ 年保存【 ３ 条】 ● ● ●

事前調査に関する 資格者要件【 ３ 条】 ● ▲ ●

分析調査に関する 資格者要件【 ３ 条】 ● ● ●

事前調査結果等の報告（ 工事開始前ま で ）【 ４ 条の２ 】 ● ● ●

作業計画の作成（ 石綿含有建材がある 場合）【 ４ 条】 ● ● ●

計画の届出（ 工事開始の 14 日前ま で ）【 安衛法 88 条（ 安衛則 90 条）、 ５ 条】 ● ● ●

※１  事前調査で石綿の使用の有無が明ら かと なら なかったと きは、 有資格者による分析調査を

　 　  行う 必要があるが、「 石綿使用有り 」 と 見なして分析調査を行わない場合は、 法令に基づく

　 　  措置を講じる必要があり ます。

※２  令和８ 年１ 月１ 日から 施行されるが、 施行前も有資格者による事前調査の実施が望まし い。 　

※３  床面積の合計が80 ㎡以上の解体工事又は請負金額 100 万円以上の改修工事に限る。

※４  特定の工作物の解体工事又は改修工事であっ て、 かつ請負金額100 万円以上の工事に限る。

※５  総ト ン数が20 ト ン以上の鋼製の船舶に係る解体工事又は改修工事に限る。

※６  吹付け石綿等（ レベル１ 建材） 又は石綿含有保温材等（ レベル２ 建材） がある場合に限る。

　 　  建設業・ 土石採取業以外の事業者にあっ ては、 作業の届出（ 工事開始前まで） が適用。

主な 規制内容

工事の種類 吹付け石綿、
保温材等の
除去等
( レベル１ •２ )

けい酸カル
シウム板第

１ 種の破砕
等

仕上塗材の

電動工具に
よる除去

スレート 板

等の成形品
の除去
( レベル３ )

事前調査結果の作業場への備え 付け、 掲示【 ３ 条】 ● ● ● ●

石綿作業主任者の選任・ 職務実施【 19 条、 2 0 条】 ● ● ● ●

作業者に対する 特別教育の実施【 27 条】

●

● ● ●

作業場所の隔離【 ６ 条、 6 条の２ 、 ６ 条の３ 】 ●

●

●

隔離空間の負圧維持・ 点検・ 解除前の除去完了確認【 ６ 条】 ●

作業時は「 建材を 湿潤な 状態に保つこ と 」「 除じ ん性能を 有する 電動工具

を 使用する こ と 」「 そ の他の石綿等の粉じ んの発散を 防止する 措置」 の

いずれかの措置【 6 条の２ 、 6 条の３ 、 1 3 条】

● ● ● ●

マ ス ク 、 保護衣等の使用【 1 4 条】 ● ● ● ●

関係者以外の立入禁止・ 表示【 1 5 条】 ● ● ● ●

石綿作業場で ある こ と の掲示【 3 4 条】 ● ● ● ●

作業者ご と の作業の記録・ 4 0 年保存【 35 条】 ● ● ● ●

作業実施状況の写真等によ る 記録・ ３ 年保存【 3 5 条の２ 】 ● ● ● ●

作業者に対する 石綿健康診断の実施【 40 条】 ● ● ● ●

■工事開始後（ 石綿含有建材を扱う 作業に限る）

※2

※1

※1

※3 ※4 ※5

※6 ※6 ※6

（ R6.8）

（ ※） 表の条番号に法令名がない場合は、 石綿障害予防規則、「 安衛法」 は労働安全衛生法、「 安衛則」 は労働安全衛生規則を指し ます。







調査者の資格を取得するためには、

労働局登録講習機関の講習を修了する必要があり ます。

ht t ps:/ / www.ishiwat a.mhlw.
go.jp/course/#c03

（ R7.7）

一部の工作物の

解体・ 改修・ メ ンテナンス等の工事にあたっては

による事前調査が必要です

対象工作物
の詳細は裏

面をご確認
ください。

2 0 2 6 年 1 月1 日

義務化スタート ‼
義務化スタート ‼

も

配管設備 もも

発電設備 も

も

も
変圧器・ キュービクル

も

焼却設備 も

（ 非常用発電設備含む）

（ 高圧配管・ 下水管含む）

反応槽

（ オート クレーブ含む）

送配電用ケーブルも

工業炉

貯蔵設備

ボイラー

（ 簡易ボイラー含む）

工作物　 事前調査　 講習

以降着工の工事から有資格者による調査

https://www.ishiwata.mhlw.


報告対象の工事

事前調査対象の解体・ 改修工事
原則、 すべての解体・ 改修工事が事前調査の対象！

一定規模以上の解体・ 改修工事については、
着工前に事前調査結果の報告を行う こ と が義務付けら れています。

事前調査結果の報告は

石綿事前調査結果報告システムから

実施していただけます

無資格者による石綿事前調査は法令違反になり ます

石綿調査　 報告

Point
2

Point
1

Point
3

対象範囲についての詳し い資料は

こちらです。必ずご確認く ださ い。
ht t ps:// www.ishiwat a.mhlw.go.j p/ invest igat or-st ruct ures/

⑪ 煙突（ 建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く 。）

⑫ トンネルの天井板

⑬ プラット ホームの上家

⑭ 遮音壁

⑮ 軽量盛土保護パネル

⑯ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

⑰ 観光用エレベーターの昇降路の囲い（ 建築物であるものを

除く 。）

上記（ ①～⑰） 以外の工作物
（ ※） 塗料その他の石綿等が使用さ れているおそれがある材料の除去等
　 　   の作業に限る。

特定工作物以外の工作物

工作物石綿事前調査者のみ‼

・ 工作物石綿事前調査者

・ 一般建築物石綿含有建材調査者

・ 特定建築物石綿含有建材調査者

・ 20 23 年9月ま で に日本ア ス ベス ト 調査

　 診断協会に登録さ れた者

対象工作物 事前調査の資格区分

① 反応槽

② 加熱炉

③ ボイラー及び圧力容器

④ 焼却設備

⑤ 発電設備（ 太陽光発電設備及び風力発電設備を除く 。）

⑥ 配電設備

⑦ 変電設備

⑧ 送電設備（ ケーブルを含む。）

⑨ 配管設備（ 建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、

暖房設備、 冷房設備、 排煙設備等の建築設備を除く 。）

⑩ 貯蔵設備（ 穀物を貯蔵するための設備を除く 。）

原則、すべての建築物・ 工作物・ 鋼製の船舶の
解体・ 改修工事において、石綿の使用の有無
を調査（ 事前調査） しなければなりません。

→

建築物 工作物 船舶 の解体・ 改修工事の着工前に

はお済みですか？労基署及び自治体への石綿事前調査結果の報告

下記のいずれか

対象となる工事工事の種類工事対象
解体建築物 改修
解体・改修特定工作物 ※1

※1

解体・改修船舶（鋼製のものに限る）※2

解体部分の床面積の合計が 80 ㎡以上の工事
請負金額 100 万円以上の工事（税込）
請負金額 100 万円以上の工事（税込）
総トン数が 20 トン以上の工事

石綿が無い場合でも 、「 石綿無し 」 を報告するこ と が必要！

石綿の使用が禁止さ れた20 06年9月以降の建築物等 であっても 、
事前調査結果の報告が必要！

報告対象外の小規模な工事でも 原則事前調査の実施は必要！

ht t ps:/ / w ww.ishiwat a.mhlw.go.j p/ result - repor t ing-syst em/

特定工作物
厚生労働大臣及び環境

大臣が定める工作物（ ）

※１ 建築物と工作物が混在する場合は建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負金額 100 万円以上（税込）
であれば報告対象 

※２ 船舶に関する工事については、地方公共団体への報告は不要で、労働基準監督署のみに報告を行えば足ります。

※

※書面調査により 2006年9月1日以降の着工であること を確認する

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator-structures/
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/

